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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

（３）添付書類 

規則別表第２の下欄において

は、発電用原子炉を設置する工

場又は事業所全体若しくは発電

用原子炉施設全体に係る添付書

類の要求に加えて、同表の上欄

の発電用原子炉施設の種類に応

じた添付書類の要求が規定され

ている。すなわち、認可の申請

又は届出に係る工事の内容に関

係あるものについて添付する必

要がある。 

設工認申請書に添付する添付書類の考え方について 

1. 要旨

新規制基準への適合性確認審査に係る設工認申請を行うにあたり，添付書

類の添付の考え方を以下に示す。

2. 添付書類の添付を行うにあたっての考え方について

(1) 添付書類の添付を行うにあたり，法令上の整理と今回の申請における添

付書類の添付方針について以下に示す。

a. 法令上の整理

設工認に添付書類を添付すべきものとして，再処理施設、加工施

設、廃棄物管理施設それぞれの事業に関する規則において、「当該申

請に係る設計及び工事の計画が法第四十四条第一項の指定若しくは法

第四十四条の四第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定に

より届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該

申請に係る設計及び工事の計画が法第四十六条の二の技術上の基準

（以下「技術基準」という。）に適合していることを計算によつて説

明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に

適合していることを説明した書類を添付しなければならない。」と規

定されている。（上記の記載は再処理規則における記載であるため、

加工施設、廃棄物管理施設においてはそれぞれの事業に関する規則の

記載に読み替える。） 

なお、新規制基準前の規則において要求されていた設工認の添付書

類（例 再処理施設：１．核燃料物質の臨界防止，２．放射線による

被ばくの防止，３．火災及び爆発の防止，４．主要な再処理施設の耐

震性，５．主要な容器及び管の耐圧強度および耐食性）については、

新規制基準による既認可の添付書類記載事項に係る変更の有無を踏ま

え、従来構成どおり技術基準適合のための説明書類として添付し、新

規追加書類をその他の添付書類に組み込むことも可とする。 

また，設工認に係る手続きが必要な内容とは，「認可の申請又は届

出に係る設計及び工事の計画の内容」であり，大別すると「基本設計

方針」の変更と「設備ごとの仕様に関する記載事項（仕様表）」の変

更と考える。これらの変更内容に関する説明書類として必要な添付書

類を添付するものである。 

ここで，「認可の申請又は届出に係る設計及び工事の計画の内容」

に係るものを以下に整理する。 

５ 工事計画認可申請書に添付する添付書類の考え方について 

1. 要旨

新規制基準への適合性確認審査に係る工事計画認可申請を行うにあたり，

添付書類の添付の考え方を以下に示す。

2. 添付書類の添付を行うにあたっての考え方について

(1) 添付書類の添付を行うにあたり，法令上の整理と今回の申請における添

付書類の添付方針について以下に示す。

a. 法令上の整理

実用炉規則別表第二において，工事計画に添付書類を添付すべきも

のとして「認可の申請又は届出に係る工事の計画の内容に関係あるも

のに限る。」と規定されている。 

工事計画に係る手続き上の「工事の内容」とは，大別すると実用炉

規則別表第二の中欄における「基本設計方針」の変更と「設備ごとに

機器等の単位で定められている仕様に関する記載要求事項（要目

表）」の変更と考える。 

ここで，「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係のあるも

の」を以下に整理する。 

・別表第二に相当

するものがないた

め、規則記載に見

直し

・旧添付書類の構

成を一部踏襲しつ

つ、必要な添付書

類を拡充する考え

を可とする
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

＜比較検討＞ 

  

発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

（３）添付書類 

規則別表第２の下欄において

は、発電用原子炉を設置する工

場又は事業所全体若しくは発電

用原子炉施設全体に係る添付書

類の要求に加えて、同表の上欄

の発電用原子炉施設の種類に応

じた添付書類の要求が規定され

ている。すなわち、認可の申請

又は届出に係る工事の内容に関

係あるものについて添付する必

要がある。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・別表第二及び工

認手続きガイドに

相当するものがな

いため、見直し 

 

 

 

 

 

認可の申請又は届出に係

る工事の内容に係るもの 

基本設計方針の変更 設備ごとに機器等の単位

で定められている仕様に

関する記載要求事項の変

更（要目表） 

技術基準規則の

追加又は変更に

係るもの 

設計方針の変更

に係るもの 

詳細は，工事計画に係

る手続きガイドに記載

の工事の種類による。 

基本設計方針の変更 

設備ごとの仕様に関する

記載事項の変更（仕様

表） 

技術基準規則の

追加又は変更に

係るもの 

設計方針の変更

に係るもの 

認可の申請又は届出に係る設計及び工

事の計画の内容に係るもの方法の内容

に係るもの 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

＜比較検討＞ 

  

発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

（３）添付書類 

規則別表第２の下欄においては、発

電用原子炉を設置する工場又は事業所

全体若しくは発電用原子炉施設全体に

係る添付書類の要求に加えて、同表の

上欄の発電用原子炉施設の種類に応じ

た添付書類の要求が規定されている。

すなわち、認可の申請又は届出に係る

工事の内容に関係あるものについて添

付する必要がある。 

例えば、送電関係の変更に伴い常用

電源設備の変圧器等の設計及び工事の

計画の届出を行う際には、全体に係る

添付書類である送電関係一覧図が必要

である。一方、送電関係の変更でない

場合には当該書類の添付は不要であ

る。 

また、第９条第３項及び第１２条第

３項において、品質マネジメントシス

テムに関して説明した書類の添付が規

定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、複数の添付書類で記載内容が

重複する場合など、いずれかひとつの

書類に記載内容をまとめた方が分かり

やすいと考えられる場合は、ひとつに

まとめた書類の名称等を他の書類に記

載することにより、ひとつの書類に記

載内容をまとめてもよいこととする。 

 

b. 今回の申請における添付書類の添付方針について 

今回の「認可の申請又は届出に係る設計及び工事の方法の内容に係

るもの」に対する添付書類の添付方針について以下に記載する。 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」＝「基本設

計方針の変更に該当するもの」に対して適合するために必要な設備

について関連する添付書類を添付する。 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」の具体例を以

下に示す。 

・重大事故等対処施設の要求事項が追加となったもの 

（再処理施設の技術基準規則 第32条～第51条が該当） 

（加工施設の技術基準規則 第26条～第39条が該当 

：ＭＯＸ燃料加工施設のみ） 

・設計基準対象の施設の要求事項が追加となったもの 

（例：溢水防護設備，火災防護設備等） 

・設計基準対象の施設の要求事項が変更となったもの 

（例：耐震基準変更等） 

 

重大事故等対処施設は，新規登録であるため関連する全ての書類が

必要となるが，そのうち，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処

設備として使用するもので使用する条件等が変わらず，既設工認の添

付書類等を読み込みできるものは，添付書類中にその旨を記載し，設

計基準対象の施設とのリンクを明確にした書類を添付する。 

設計基準対象の施設について，基本設計方針の変更により適合性を

確認する必要があるもので，既設工認に登録があるものは，添付図面

は添付せず，既設工認の登録情報（認可年月日，図面番号等）を目次

に記載する。 

なお，複数の添付書類で記載内容が重複する場合など，いずれかひ

とつの書類に記載内容をまとめた方が分かりやすいと考えられる場合

は，ひとつにまとめた書類の名称等を他の書類に記載することによ

り，ひとつの書類に記載内容をまとめてもよいこととする 

 

b. 今回の申請における添付書類の添付方針について 

今回の「認可の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に対する添

付書類の添付方針について以下に記載する。 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」＝「基本設

計方針の変更に該当するもの」に対して適合するために必要な設備

について関連する添付書類を添付する。 

 

「技術基準規則の要求事項に追加又は変更があるもの」の具体例を以

下に示す。 

・重大事故等対処施設の要求事項が追加となったもの 

（第49条～第78条が該当） 

・設計基準対象施設の要求事項が追加となったもの 

（例：溢水防護設備，火災防護設備等） 

・設計基準対象施設の要求事項が変更となったもの 

（例：耐震基準変更，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大等） 

 

 

 

重大事故等対処施設は，新規登録であるため関連する全ての書類が

必要となるが，そのうち，既設の設計基準対象施設を重大事故等対処

設備として使用するもので使用する条件等が変わらず，既工事計画書

の添付書類等を読み込みできるものは，添付書類中にその旨を記載

し，設計基準対象施設とのリンクを明確にした書類を添付する。 

設計基準対象施設について，基本設計方針の変更により適合性を確

認する必要があるもので，既工事計画書に登録があるものは，添付図

面は添付せず，既工事計画書の登録情報（認可年月日，図面番号等）

を目次に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工認手続き

ガイドの反映 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

＜比較検討＞ 

 発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

  

「技術基準規則の要求事項に変更がないもの」＝「基本設計方針の

変更がないもの」に対して既に適合している設備については，添付

書類は添付しない。 

 

技術基準規則の要求事項に変更がないもの＝基本設計方針の「変更

前」にあたる部分については，今回の「認可の申請に係る設計及び工

事の方法の内容に係るもの」に該当しないため既設の設備において既

に基本設計方針の記載事項を満たしていることから関連する添付書類

は添付しない。 

例外として，技術基準規則の変更はないが事業指定基準規則の要

求事項で変更がある場合は添付書類を添付する。 

 

例 ：「閉じ込めの機能」に要求される堰について，条文要求に変更

がないことから「今回の申請に係る設計及び工事の方法の内容に

係るもの」に該当しないため添付書類は添付しない。 

 

ただし，第12条「○○施設※内における溢水による損傷の防止」の要

求を満たすために堰を溢水防護上期待する場合は「溢水防護に関する

説明書」に「堰」について記載する必要がある。 

     ※○○施設は、当該要求事項がある施設名称に読み替える。 

 

 

 

 

 

個別条文で技術基準規則の要求事項に変更がない設備でも，共通条

文で技術基準規則の要求事項の変更により適合性を確認する必要があ

る記載事項※については妥当性を確認する必要があるため関連する添付

書類を添付する。 

 

※技術基準規則第6条「地震による損傷の防止」が変更されたことに

より地震による安全機能が損なわれることがないことを説明する

「耐震性に関する説明書」等 

 

 

 

 

「技術基準規則の要求事項に変更がないもの」＝「基本設計方針の

変更がないもの」に対して既に適合している設備については，添付

書類は添付しない。 

 

技術基準規則の要求事項に変更がないもの＝基本設計方針の「変更

前」にあたる部分については，今回の「認可の申請に係る工事の内容

に関係あるもの」に該当しないため既設の設備において既に基本設計

方針の記載事項を満たしていることから関連する添付書類は添付しな

い。 

例外として，技術基準規則の変更はないが設置許可基準規則の要

求事項で変更がある場合は添付書類を添付する。 

 

例 ：「廃棄設備」に要求される堰について，条文要求に変更がない

ことから「今回の申請に係る工事の内容に関係あるもの」に該当

しないため添付書類は添付しない。 

 

ただし，第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の

防止」の要求を満たすために堰を溢水防護上期待する場合は「溢水防

護に関する説明書」に「堰」について記載する必要がある。 

 

例外：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大部については，技術基準規則

条文上の変更はないが，設置許可基準規則の要求事項である原子

炉冷却材圧力バウンダリの定義において「変更」があることか

ら，「基本設計方針の変更」＝「申請対象」として扱う。 

 

個別条文で技術基準規則の要求事項に変更がない設備でも，共通条

文で技術基準規則の要求事項の変更により適合性を確認する必要があ

る記載事項については妥当性を確認する必要があるため関連する添付

書類を添付する。 

 

例 ：原子炉冷却系統施設として条文要求が変更されていない

「原子炉冷却材浄化系再生熱交換器」だが，技術基準規則第5条

「地震による損傷防止」が変更されたことにより地震による安全機

能が損なわれることがないことを説明する「耐震性に関する説明

書」に原子炉冷却材浄化系再生熱交換器を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本例は該当

がないため削

除 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的設備

ではなく、共

通方針の形式

にて記載 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

＜比較検討＞ 

 発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

  

「技術基準規則の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書

の要求事項の追加または変更があるもの」に対して事業変更許可

申請書に示す設計方針に適合するために必要な設備等ついては，

関連する添付書類を添付する。 

 

「技術基準規則の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書

の要求事項の追加または変更があるもの」＝「技術基準規則の解釈

の明確化等により要求事項に適合するために必要な設備の範囲等が

変更となったもの」であることから、事業変更許可申請書に示す設

計方針に適合するために必要な設備等について関連する添付書類の

うち変更があるものを添付する。対象となる設備の具体例を以下に

示す。 

 ・新たに設置するもの 

  （遠隔消火設備，温度センサ） 

 ・既設設備のうち，新たに規制対象となるもの 

   （給気系の機器，生産系インターロックの安全系インターロ

ックへの変更等） 

 ・設備更新・増設等 

  （新型遠心分離機への更新，廃棄物建屋の増設等） 

 

 

  

「技術基準規

則の要求に変

更はないが、

事業変更許可

で変更がある

もの」の考え

方を追加 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

＜比較検討＞ 

 発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 3. 技術基準規則の各条文へ対応する添付書類の整理について 

技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書類との関連性と，

その適合性の説明に必要な添付書類を「技術基準規則と設工認申請書の添

付書類との紐付き表」（以下「紐付き表」という。）として整理する。 

 

紐付き表への整理概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類は大別すると基本設計方針記載事項の変更に伴うものと仕様

表記載事項の変更に伴うものに分けられる。これらを技術基準規則の各

条文の要求事項に対して整理し，条文への適合性に必要な添付書類を整

理する。 

3. 技術基準規則の各条文へ対応する添付書類の整理について 

技術基準規則に規定される各条文の要求事項と添付書類との関連性と，

その適合性の説明に必要な添付書類を「技術基準規則と工事計画認可申請

書の添付書類との紐付き表」（以下「紐付き表」という。）として整理す

る。 

紐付き表への整理概要を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
添付書類は大別すると基本設計方針記載事項の変更に伴うものと要目

表記載事項の変更に伴うものに分けられる。これらを技術基準規則の各

条文の要求事項に対して整理し，条文への適合性に必要な添付書類を整

理する。 

 

・ 

 

 

技術基準規則からの要求事項 

基本設計方針の変更 仕様表記載事項の変更 

基本設計方針記載事項の

詳細説明に必要な添付書

類 

仕様表記載事項の詳細説

明に必要な添付書類 

技術基準規則の各条文の要求事項に対する添付書類

 

各条文の要求事項の適合性に 

必要な添付書類を紐付き表へ整理 

紐付き表への整理概要 

技術基準規則からの要求

事項 

実用炉規則別表第二から

の要求 

基本設計方針の変更 要目表記載事項の変更 

基本設計方針記載事項の

詳細説明に必要な添付書

類 

要目表記載事項の詳細説

明に必要な添付書類 

技術基準規則の各条文の要求事項に対する添付書類

 

各条文の要求事項の適合性に 

必要な添付書類を紐付き表へ整理 

紐付き表への整理概要 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

＜比較検討＞ 

 発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 以下に示す考え方のもと，各条文への適合性説明に必要な添付書類を紐

付き表に整理する。 

 

「条文要求事項を満足させるために必要な設備＝設備リストへ抽出

した設備」が条文（解釈，ガイド含む）で直接要求される事項に対し

て，適合することを説明するために必要な添付書類を『当該条文に必

要な添付書類』として整理する。 

 

例：技術基準規則第8条第1項（外部衝撃による損傷の防止）におい

て，「安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び

津波を除く。）によりその安全性を行う恐れがある場合におい

て，防護措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられた

ものでなければならない。」と記載がある。 

  この要求事項へ適合させるために必要な措置における適合を正説

明するために，「○○施設※の自然現象等による損傷の防止に関す

る説明書」を添付する。 

※○○施設は、当該要求事項がある施設名称に読み替える。 

 

ただし，重大事故等対処設備に関する条文のうち再処理施設の技術基準

規則第38条～第51条および加工施設の技術基準規則第32条～第39条につい

ては，非常用電源設備等必ずしも条文に直接的に施設要求が明記されてい

ない設備についても，当該条文への適合性を説明する上で必要な設備とし

て整理する。 

 施設要求が明記されていない設備については都度，判断を要する。以下

にその判断基準の一例を示す。 

 

【再処理施設の技術基準規則第38～51条への適合性判断の基準】 

【加工施設の技術基準規則32～39条への適合性判断の基準】 

・再処理施設の技術基準規則第38～51条（加工施設の技術基準規則

32～39条）は想定事象に対処するために必要な設備を『施設する

ことを要求』している条文のため基本的には系統図，配置図等の

図面により施設されていることを説明する。 

 

・個別では直接的に要求の読めない共通事項（強度・耐震等）は，

それらの条文側で適合性を確認するため，個別条文としての添付

書類は省略する。 

以下に示す考え方のもと，各条文への適合性説明に必要な添付書類を紐

付き表に整理する。 

 

「条文要求事項を満足させるために必要な設備＝設備リストへ抽出

した設備」が条文（解釈，ガイド含む）で直接要求される事項に対し

て，適合することを説明するために必要な添付書類を『当該条文に必

要な添付書類』として整理する。 

 

例：技術基準規則第61条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めの設備）の解釈1(2)c)において，「減圧用の弁は，想定される

重大事故等が発生した場合の環境条件において確実に作動するこ

と。」と記載がある。 

条文の直接要求として下線部が該当し，この要求事項へ適合させ

るために必要な弁である「逃がし安全弁」における適合性を説明

するため，「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」を添付する。 

 

 

ただし，重大事故等対処設備に関する条文のうち技術基準規則第59条～

第77条については，非常用電源設備等必ずしも条文に直接的に施設要求が

明記されていない設備についても，当該条文への適合性を説明する上で必

要な設備として整理する。 

 

施設要求が明記されていない設備については都度，判断を要する。以下

にその判断基準の一例を示す。 

 

【技術基準規則第59～77条への適合性判断の基準】 

・技術基準規則第59～77条は想定事象に対処するために必要な設備

を『施設することを要求』している条文のため基本的には系統

図，配置図等の図面により施設されていることを説明する。 

 

 

 

・個別では直接的に要求の読めない共通事項（強度・耐震・安全弁

等）は，それらの条文側で適合性を確認するため，個別条文とし

ての添付書類は省略する。 

 

 

 

・解釈に該当するも

のがないため削除 
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【添付書類の考え方】 

＜比較検討＞ 

 発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 
 

 

 

 

 

１）発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８第１項の許可を

受けたところ又は同条第３項若しくは第４項前段（規則第６条で定め

る変更に係るもの）の規定により届け出たところによる設計及び工事

であることが法第４３条の３の９第３項第１号で認可基準として規定

されており、当該基準に適合することを示す必要がある。なお、変更

の工事において、変更に係る内容が許可の際の申請書等の記載事項で

ない場合においては、許可に抵触するものでないことを示すこととす

る。 

 

 

 

 

 

３２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

「３．（２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基づ

き記載した設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行

おうとしている管理の計画について記載し、及び工事及び検査に係る

品質管理の方法、組織等についての具体的な計画を記載するものとす

る。設計に係る記載事項としては、設計の要求事項として明確にして

いる事項及びその審査に関する事項、設計の体制として組織内外の部

門間の相互関係、設計開発の各段階における審査等に関する事項並び

に組織の外部の者との情報の伝達等に関する事項等を含むものとす

る。工事及び検査に係る記載事項としては、工事及び検査に係る要求

事項として明確にする事項及びその審査に関する事項、工事及び検査

の体制として組織内外の部門間の相互関係（使用前事業者検査の独立

性、資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。）、工事及び

検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視

測定、妥当性確認及び検査等に関する事項（記録、識別管理、トレー

サビリティ等に関する事項を含む。）並びに組織の外部の者との情報

の伝達等に関する事項等を含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設に係る設工認添付書類の記載内容及び添付要否の考え方について 

添付書類 

名称 
添付書類の記載内容 

今回の添付有

無 添付要否の考え方 
ＤＢ ＳＡ 

（１） 

再処理施設の事業変

更許可申請書との整

合性に関する説明書 

法第４４条第１項の指定若しくは第４

４条の４第１項の許可を受けたところ

又は第４４条の４第２項の規定により

届け出たところによる設計及び工事で

あることが法第４５条第３項第１号で

認可基準として規定されており，当該

基準に適合することを示す。なお，変

更の工事において，変更に係る内容が

指定又は許可の際の申請書等の記載事

項でない場合においては，指定又は許

可に抵触するものでないことを示すこ

ととする。 

 

〇 〇 事業変更許可申請書

の許可事項が，設工

認としての認可事項

として記載されてい

ること及びそれらの

技術基準規則適合性

の確認のため添付す

る。 

（２） 

設計及び工事に係

る品質マネジメン

トシステムに関す

る説明書 

本文「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」に基づき記載した設

計に係る品質管理の方法により行った

管理の実績又は行おうとしている管理

の計画について記載し，及び工事及び

検査に係る品質管理の方法，組織等に

ついての具体的な計画を記載するもの

とする。設計に係る記載事項として

は，設計の要求事項として明確にして

いる事項及びその審査に関する事項，

設計の体制として組織内外の部門間の

相互関係，設計開発の各段階における

審査等に関する事項並びに組織の外部

の者との情報の伝達等に関する事項等

を含むものとする。工事及び検査に係

る記載事項としては，工事及び検査に

係る要求事項として明確にする事項及

びその審査に関する事項，工事及び検

査の体制として組織内外の部門間の相

互関係（使用前事業者検査の独立性，

資源管理及び物品の状態保持に関する

事項を含む。），工事及び検査に必要

なプロセスを踏まえた全体の工程及び

各段階における監視測定，妥当性確認

及び検査等に関する事項（記録，識別

管理，トレーサビリティ等に関する事

項を含む。）並びに組織の外部の者と

の情報の伝達等に関する事項等を含む

ものとする。 

 

〇 〇 設計及び工事に係る

品質マネジメントシ

ステムに関する説明

のため添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事計画の補正における添付書類の添付要否の考え方について（１／６） 

施

設

区

分 

添付書類名称 

今回の添付の有無 

添付書類の添付の考え方 
ＤＢ ＳＡ 

施

設

共

通 

送電関係一覧図 

○ × 

保安電源設備等の基準変更箇所へ

の適合性を説明するため添付す

る。 

急傾斜地崩壊危険区域内にお

いて行う制限工事に係る場合

は，当該区域内の急傾斜地

（急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律第二条第

一項に規定するものをいう。

以下同じ。）の崩壊の防止措

置に関する説明書 

× × 

急傾斜地崩壊危険区域の対象がな

いため添付しない。 

工場又は事業所の概要を明示

した地形図 
○ × 

発電所敷地境界線が変更となるた

め添付する。 

主要設備の配置の状況を明示

した平面図及び断面図 
○ ○ 

設計基準対象施設の基準変更箇所

への適合性及び重大事故等対処設

備の要求事項への適合性説明のた

め添付する。 

単線結線図（接地線（計器用

変成器を除く。）については

電線の種類，太さ及び接地の

種類も併せて記載するこ

と。） 

○ ○ 

設計基準対象施設の基準変更箇所

への適合性及び重大事故等対処設

備の要求事項への適合性説明のた

め添付する。 

新技術の内容を十分に説明し

た書類 × × 

技術基準規則及びその解釈に基づ

かない設備を施設しないため添付

しない。 

発電用原子炉施設の熱精算図 

× × 

原子炉熱出力，蒸気タービン系の

ヒートバランスに係る技術基準規

則及びその解釈に変更はないため

添付しない。 

熱出力計算書 

× × 

原子炉制御系，原子炉熱出力に係

る技術基準規則及びその解釈に変

更はないため添付しない。 

発電用原子炉の設置の許可と

の整合性に関する説明書 

○ ○ 

設置変更許可の許可事項が，工事

計画としての認可事項として記載

されていること及びそれらの技術

基準規則適合性の確認のため添付

する。 

排気中及び排水中の放射性物

質の濃度に関する説明書 
× × 

通常運転時における排気中及び排

水中の放射性物質の濃度に係る技

術基準規則及びその解釈に変更は

ないため添付しない。 

人が常時勤務し，又は頻繁に

出入する工場又は事業所内の

場所における線量に関する説

明書 

× × 

人が常時勤務する中央制御室，事

務所等における線量に係る技術基

準規則及びその解釈に変更はない

ため添付しない。 

 

（以下，省略） 

 

 

 

・別表がないた

め，当社の考え

る設工認添付書

類を縦軸とし，

それぞれに対し

ガイドを参考に

記載内容を展開

するとともに，

今後申請する新

規制基準におけ

る添付の有無と

要否の考え方を

整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の内容および４事業における添付書類の構成を確認・調整中） 



別紙

９

ＤＢ ＳＡ ＤＢ ＳＡ

Ⅵ -1 説明書 - - Ⅵ -1 説明書 〇
Ⅵ -1 -1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 - . Ⅵ -1 -1 各施設に共通の説明書 〇
Ⅵ -1 -1 -1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 - - （１） 再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書 〇
Ⅵ -1 -1 -2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 - - Ⅵ -1 -1 -1 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 7, 8 34, 36 〇
Ⅵ -1 -1 -2 -1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書 6,7 51,54 Ⅵ -1 -1 -1 -1 再処理施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書 7, 8 34, 36 〇
Ⅵ -1 -1 -2 -2 津波への配慮に関する説明書 6 51 × 再処理施設は津波防護設備等を施設しないため対象外
Ⅵ -1 -1 -2 -3 竜巻への配慮に関する説明書 7 54 Ⅵ -1 -1 -1 -2 竜巻への配慮に関する説明書 8 - 〇
Ⅵ -1 -1 -2 -4 火山への配慮に関する説明書 7 54 Ⅵ -1 -1 -1 -3 火山への配慮に関する説明書 8 - 〇
Ⅵ -1 -1 -2 -5 外部火災への配慮に関する説明書 7 54 Ⅵ -1 -1 -1 -4 外部火災への配慮に関する説明書 8 - 〇 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスを含む

Ⅵ -1 -1 -1 -5 航空機に対する防護設計に関する説明書 8 - 〇
Ⅵ -1 -1 -1 -6 計算機プログラム（解析コード）の概要 - - 〇

Ⅵ -1 -1 -3 取水口及び放水口に関する説明書 33 63,71 × 第４５条対応（水の供給設備）については、図面等にて展開
Ⅵ -1 -1 -4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 - - Ⅵ -1 -1 -2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 - - 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉本体） Ⅵ -1 -1 -2 -1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設） - - 〇

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（プール水冷却系） 19 - 〇 崩壊熱除去
Ⅵ -1 -1 -4 -2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（代替注水設備） - 42 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設） Ⅵ -1 -1 -2 -2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（再処理設備本体） - - 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（計測制御系統施設） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系） - 38 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射性廃棄物の廃棄施設） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系） - 38 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射線管理施設） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時の挙動に関する説明書） - 41 〇 【タイトル修正要】申請書においては設備に置き換え展開
Ⅵ -1 -1 -4 -7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設） Ⅵ -1 -1 -2 -3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射性廃棄物の廃棄施設） - - 〇

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（排風機） 10 - 〇 負圧維持のための容量
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（貯槽室排気系） 19 - 〇 崩壊熱除去
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（換気設備） 28 - 〇 換気能力
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（ガラス固化体貯蔵設備） 25 - 〇 崩壊熱除去

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射性廃棄物の廃棄施設） 24 - 〇 放射性廃棄物を廃棄する能力（海洋放出管理系，廃ガス洗浄塔，凝縮器，デミスタ，高レベル廃液濃縮缶，
アルカリ廃液濃縮缶，低レベル廃液蒸発缶等）除染係数

Ⅵ -1 -1 -4 -8 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（代替換気設備（凝縮器）） - 39 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -8 -1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設【非常用電源設備】） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（廃ガス貯留設備） - 38,41 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -8 -2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設【常用電源設備】） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（重大事故等対処設備による重大事故等時の放射性物質の低減） - 39,40,41 〇 【タイトル修正要】申請書においては設備に置き換え展開
Ⅵ -1 -1 -4 -8 -3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設【火災防護設備】） Ⅵ -1 -1 -2 -4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他再処理設備の附属施設） - - 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -8 -4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設【補機駆動用燃料設備】） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他再処理設備の附属施設【圧縮空気設備】） - - 〇
Ⅵ -1 -1 -4 -8 -5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設【非常用取水設備】） 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（代替安全圧縮空気系） - 40 〇

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（水素爆発発生時の挙動） - 40 〇 【タイトル修正要】申請書においては設備に置き換え展開
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（臨界事故時水素掃気系） - 38 〇
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他再処理設備の附属施設【冷却水設備】） - - 〇
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（代替安全冷却水系） - 39 〇
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放出抑制設備） - 44 〇
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（水供給設備） - 45 〇

Ⅵ -1 -1 -4 別添 1 技術基準要求機器リスト - - Ⅵ -1 -1 -2 別添 1 技術基準要求機器リスト - - 〇
Ⅵ -1 -1 -4 別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） - - Ⅵ -1 -1 -2 別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） - - 〇
Ⅵ -1 -1 -5 クラス1 機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書 17,18 - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -1 -6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 9,14,15,32,38,44 54,59～77 Ⅵ -1 -1 -3 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 15, 16 36 〇

Ⅵ -1 -1 -3 別添 1 安全上重要な施設の範囲について 15 - 〇 安重範囲図，リストを含む
Ⅵ -1 -1 -6 別添 1 可搬型重大事故等対処設備等の保管場所及びアクセスルート - - Ⅵ -1 -1 -3 別添 2 可搬型重大事故等対処設備等の保管場所及びアクセスルート - - 〇
Ⅵ -1 -1 -6 別添 2 可搬型重大事故等対処設備の設計方針 - - Ⅵ -1 -1 -3 別添 3 可搬型重大事故等対処設備の設計方針 - - 〇
Ⅵ -1 -1 -6 別添 3 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について 9 - Ⅵ -1 -1 -4 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書 9 - 〇
Ⅵ -1 -1 -6 別添 4 ブローアウトパネル関連設備の設計方針 - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -1 -7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 11 52 添付Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 11 35 〇
Ⅵ -1 -1 -8 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書 12 54 Ⅵ -1 -1 -5 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 12 - 〇

Ⅵ -1 -1 -6 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書 13 - 〇 再処理特有の説明書
Ⅵ -1 -1 -9 発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書 15 54 Ⅵ -1 -1 -7 再処理施設の内部飛散物による損傷防止に関する説明書 16 - 〇
Ⅵ -1 -1 -10 通信連絡設備に関する説明書 46,47 76,77 Ⅵ -1 -1 -8 通信連絡設備に関する説明書 31 51 〇
Ⅵ -1 -1 -11 安全避難通路に関する説明書 13 - Ⅵ -1 -1 -9 安全避難通路に関する説明書 14 - 〇
Ⅵ -1 -1 -12 非常用照明に関する説明書 13 54,74 Ⅵ -1 -1 -10 照明設備に関する説明書 14 - 〇

Ⅵ -1 -1 -11 再処理施設の閉じ込めの機能に関する説明書 - - 〇
建設工認より引用 排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書 Ⅵ -1 -1 -11 -1 放射性物質の濃度に関する説明書 24 - 〇
建設工認より引用 液体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書 Ⅵ -1 -1 -11 -2 放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書 10,24,26,28 - 〇 漏えい液受皿及び堰の容量説明を含む

Ⅵ -1 -1 -11 -2 別添 1 粉末管等の落下時のグローブボックスの健全性評価に関する説明書 10 - 〇
建設工認より引用 固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書 Ⅵ -1 -1 -11 -3 放射性物質の散逸防止に関する説明書 10 - 〇 粉体系を取り扱う設備の散逸防止に関する説明を展開

Ⅵ -1 -1 -11 -4 逆流防止に関する設計の基本方針 10,28 - 〇
Ⅵ -1 -1 -12 使用済燃料等の破損の防止に関する説明書 18,19 - 〇 搬送設備に関する設計方針説明を展開

建設工認より引用 斜面安定性に関する説明書 × 添付Ⅳ　主要な再処理施設の耐震性に関する説明書に含むが、対象施設がないため添付しない
Ⅵ -1 -2 原子炉本体の説明書 - - × 項目のみであるため作成対象外
Ⅵ -1 -2 -1 原子炉本体の基礎に関する説明書 5 50 × 主排気筒、北換気筒の基礎を添付Ⅳ耐震に記載。その他は実施しないため対象外。
Ⅵ -1 -2 -2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書 14,17 54,55 × クラス1機器及びクラス1支持構造物がないため、対象外
Ⅵ -1 -3 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の説明書 - - × 項目のみであるため作成対象外

Ⅵ -1 -3 -1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲
に関する説明書 34,47 69,73 〇 Ⅵ-1-5-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書で説明する。

Ⅵ -1 -3 -2 燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書 26 69 〇 添付Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書で説明する。

Ⅵ -1 -3 -3 燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失
の防止に関する説明書 26 - 〇 Ⅵ-1-1-12で説明する。

Ⅵ -1 -3 -4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書 26 69 〇 Ⅵ-1-1-3　設定根拠に関する説明書で説明する。
Ⅵ -1 -3 -5 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関する説明書 26 69 〇 添付Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書で説明する。
Ⅵ -1 -4 原子炉冷却系統施設の説明書 - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外

Ⅵ -1 -4 -1 原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲
に関する説明書 28 - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外

Ⅵ -1 -4 -2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書 19 - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -4 -3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 32 54 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -5 計測制御系統施設の説明書 - - Ⅵ -1 -2 計測制御系統施設に関する説明書 - - 〇
Ⅵ -1 -5 -1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 34,35,47 67,68,73 Ⅵ -1 -2 -1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 20, 22, 23 47, 48 〇

Ⅵ -1 -2 -2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 19, 20, 22,
23 47, 48 〇 発電炉は、Ⅵ-1-3-1に対応する。第１０条第１項第３号の漏えい検知装置、漏えい監視設備を含む

Ⅵ -1 -5 -2 原子炉非常停止信号の設定値の根拠に関する説明書 35 - Ⅵ -1 -2 -3 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に関する説明書 20, 22, 23 47, 48 〇
Ⅵ -1 -5 -3 工学的安全施設等の起動（作動）信号の設定値の根拠に関する説明書 35 59,61 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -5 -4 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書 33,35~38 59,61,74 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外

Ⅵ -1 -3 制御室及び緊急時対策所に関する説明書 - -
Ⅵ -1 -5 -5 中央制御室の機能に関する説明書 38,47 74,77 Ⅵ -1 -3 -1 制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書 23, 30 48, 50 〇 発電炉Ⅵ-1-9-3-1（緊急時対策所）の内容を纏めて説明する。
Ⅵ -1 -6 放射性廃棄物の廃棄施設の説明書 - - × 項目のみとなるため、作成対象外
Ⅵ -1 -6 -1 主排気筒の基礎に関する説明書 〇 主排気筒などの基礎については添付Ⅳ耐震に記載する。
Ⅵ -1 -7 放射線管理施設の説明書 Ⅵ -1 -4 放射線管理施設に関する説明書 21 49 〇
Ⅵ -1 -7 -1 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 34,47 67,69,73,75,76 Ⅵ -1 -4 -1 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 21 49 〇
Ⅵ -1 -7 -2 管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書 8 74~76 〇 Ⅵ-1-4-1にまとめて説明する。
Ⅵ -1 -7 -3 中央制御室の居住性に関する説明書 38 74 Ⅵ -1 -3 -2 制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書 23, 30 48, 50 〇 発電炉Ⅵ-1-9-3-2（緊急時対策所）の内容を纏めて説明する。
Ⅵ -1 -7 -3 別添 1 空気流入率試験について - - Ⅵ -1 -3 -2 別添 1 空気流入率試験について - - 〇
Ⅵ -1 -7 -3 別添 2 中央制御室換気空調設備のフィルタ除去性能の維持について - - Ⅵ -1 -3 -2 別添 2 制御室換気空調設備のフィルタ除去性能の維持について - - 〇
Ⅵ -1 -7 -3 別添 3 運転員の交代要員体制について - - × 当社は交代要員なしでの厳しい条件による評価を行っているため、対象外
Ⅵ -1 -7 -3 別添 4 中央制御室の居住性評価に係る各被ばく評価における原子炉建屋外側ブローアウトパネルの取扱いについて - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 原子炉格納施設の説明書 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書 44 63~68,70,71 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -1 別添 原子炉格納容器 重大事故時の閉じ込め機能健全性について - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -1 別添 1 別紙 1 原子炉格納容器 評価温度・圧力の評価における経年劣化の影響について - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -1 別添 1 別紙 2 原子炉格納容器 評価温度・圧力負荷後の耐震性の影響について - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -1 別添 1 別紙 3 原子炉格納容器貫通部の核分裂生成物沈着による影響について - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -1 別添 2 コリウムシールド及びペデスタル排水系の設計 - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -1 別添 3 格納容器圧力逃がし装置の設計 - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -2 原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書 44 67,68,73 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -3 原子炉格納施設の基礎に関する説明書 4,5,17 49,50,55 × 主排気筒、北換気筒の基礎を添付Ⅳ耐震に記載。その他は実施しないため対象外。
Ⅵ -1 -8 -4 圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 44 54 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -8 -4 別添 1 重大事故等時における非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇評価 - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外

添付の有無 備考発電炉工認　添付書類
技術基準との対応

日本原燃再処理設工認　添付書類
技術基準との対応

設定根拠に関しては、重大事故条文の展開イメージを明示したものであ
り、その他説明が必要な設備も含めて、項目の精査要
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ＤＢ ＳＡ ＤＢ ＳＡ
添付の有無 備考発電炉工認　添付書類

技術基準との対応
日本原燃再処理設工認　添付書類

技術基準との対応

Ⅵ -1 -9 その他発電用原子炉の附属施設の説明書 45,48 63,65,67,72,76~78 Ⅵ -1 -5 その他再処理設備の附属施設に関する説明書 - - 〇
Ⅵ -1 -9 -1 非常用電源設備の説明書 Ⅵ -1 -5 -1 電気設備に関する説明書 29 46 〇
Ⅵ -1 -9 -1 -1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 45,48 63,65,67,72,76~78 Ⅵ -1 -5 -1 -1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 29 46 〇
Ⅵ -1 -9 -2 常用電源設備の説明書 × 項目のみであるため作成対象外
Ⅵ -1 -9 -2 -1 常用電源設備の健全性に関する説明書 45,48 - Ⅵ -1 -5 -1 -2 保安電源設備の健全性に関する説明 29 46 〇
Ⅵ -1 -9 -2 -2 三相短絡容量計算書 - - × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -1 -9 -3 緊急時対策所の説明書 × 項目のみであるため作成対象外
Ⅵ -1 -9 -3 -1 緊急時対策所の機能に関する説明書 46,47 76,77 〇 Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書で説明する。
Ⅵ -1 -9 -3 -2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 46 76 〇 Ⅵ-1-3-2　制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書で説明する。
Ⅵ -1 -10 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 （２） 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 - - 〇
Ⅵ -2 耐震性に関する説明書 4,5 49,50 添付Ⅳ 主要な再処理施設の耐震性に関する説明書 5, 6 32, 33 〇
Ⅵ -2 -1 耐震設計の基本方針 Ⅳ -1 主要な再処理施設の耐震性に関する基本方針 5, 6 32, 33 〇

〇
Ⅵ -2 別添 1 火災防護設備の耐震性についての計算書 Ⅳ 別添 1 火災防護設備の耐震性についての計算書 〇
Ⅵ -2 別添 2 溢水防護に係る施設の耐震性に関する説明書 Ⅳ 別添 ２ 溢水及び薬品防護に係る施設の耐震性に関する説明書 〇
Ⅵ -2 別添 3 可搬型重大事故等対処設備等の耐震性に関する説明書 Ⅳ 別添 ３ 可搬型重大事故等対処設備等の耐震性に関する説明書 〇
Ⅵ -3 強度に関する説明書 17 55 添付Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書 17 37 〇
Ⅵ -3 -1 強度計算の基本方針 Ⅴ -1 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針 17 37 〇

〇
Ⅵ -3 別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 〇 竜巻への配慮に関する説明書に記載
Ⅵ -3 別添 2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 〇 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書に記載
Ⅵ -3 別添 2 -2 -1 防護対策施設の強度計算書 〇
Ⅵ -3 別添 3 津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 〇 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書に記載
Ⅵ -3 別添 4 発電用火力設備の技術基準による強度に関する説明書 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -3 別添 5 非常用発電装置（可搬型）の強度に関する説明書 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -3 別添 6 炉心支持構造物の強度に関する説明書 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -3 別添 7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外

添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 4 42 〇 再処理特有の説明書。重大事故時のSFP臨界評価を含む
Ⅵ -4 その他計算書 × その他計算書の作成がないため（表紙頁）
Ⅵ -4 -1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書 20 57 × 発電炉特有の説明書であることから作成対象外
Ⅵ -4 -2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 - - 添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 27 48,50 〇 制御室及び緊対の遮蔽評価を含む
Ⅵ -4 -2 -1 中央制御室の生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 38,42 54,74 〇 添付Ⅱに含む
Ⅵ -4 -2 -2 緊急時対策所の遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 - 76 〇 添付Ⅱに含む
Ⅵ -5 計算機プログラム（解析コード）の概要 〇 各説明書にて展開
Ⅵ -6 図面 Ⅵ -2 再処理施設に関する図面 〇 各設備の平面図断面図、系統図、配置図、構造図を格納
Ⅵ -6 1 -1 送電関係一覧図 × 送電線は対象外。ただし、外部電源からの２回線受電については単線結線図にて明示する。
Ⅵ -6 1 -2 工場又は事業所の概要を明示した地形図 Ⅵ -2 -1 構内配置図 〇
Ⅵ -6 1 -3 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 Ⅵ -2 -2 平面図及び断面図 〇

Ⅵ -2 -4 機器配置図 〇
Ⅵ -6 1 -4 単線結線図 Ⅵ -2 -3 -1 単線結線図 〇
Ⅵ -6 1 -5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面 Ⅵ -2 -5 構造図 〇 各施設の構造図にて展開
Ⅵ -6 1 -6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 Ⅵ -1 -1 -8 別添１ 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 〇 Ⅵ-1-1-8で説明する
Ⅵ -6 1 -7 安全避難通路を明示した図面 Ⅵ -1 -1 -9 別添１ 安全避難通路を明示した図面 〇 Ⅵ-1-1-9で説明する
Ⅵ -6 1 -8 非常用照明の取付箇所を明示した図面 Ⅵ -1 -1 -10 別添１ 非常用照明の取付箇所を明示した図面 〇 Ⅵ-1-1-10で説明する

（省略） （省略）

（省略） （省略）


